
■実施数 □未実施数

理念・基本方針の確立 1 理念や基本方針が明文化されている。 3 0
2 理念や基本方針が職員に周知・理解されている。 3 0
3 理念や基本方針が利用者等に周知されている。 3 0

7 施設の全職員が守るべき倫理を明文化している。 3 0

利用者意見の表明 14 苦情又は意見を受け付ける仕組みがある。 4 0

25 長時間にわたる保育に対して配慮がなされている。 3 0
26 家庭及び関係機関との連携が十分図られている。 3 0

28 感染症、疾病等の対応は適切に行われている。 3 0
食育の推進 29 食育の推進に努めている。 5 0
環境と衛生 30 環境及び衛生管理は適切に行われている。 3 0

127 2

5

4

4

保育の適切な開始保育の開始・継
続

子どもの健康支援

保育の計画及び評価

27
子どもの健康状態、発育、発達状態が適切に把握
し、健康増進に努めている。

22

0

0

0

0

0

0

4

6

3

4

4

5

4

5

2

4

0

4 0

2 1

0

0

身近な自然や地域社会と関われるような取組みがな
されている。

遊びや生活を通して人間関係が育つよう配慮してい
る。

0

保育の開始に当たり、保育方針や保育内容を利用
者に説明し、同意を得ている。

子どもが自発的に活動できる環境が整備されてい
る。

0

0

0

520
保育課程に基づき具体的な指導計画が適切に設定
され、実践を振り返り改善に努めている。

19
保育所の理念や保育方針・目標に基づき保育課程
が適切に編成されている。

提供する保育の標準的実施方法のマニュアル等を
作成し、また日常の改善を踏まえてマニュアルの見
直しを行っている。

提供する保育の標準化

13

施設の全職員を対象とした権利擁護に関する研修
を行い、子どもの権利を守り、個人の意思を尊重し
ている。

18

3

標準項目

Ⅱ

適
切
な
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
実
施

職員の質の向上への体
制整備

個人情報保護に関する規定を公表し徹底を図って
いる｡

12

利用者本位の
保育

利用者満足の向上 利用者満足の向上を意図した仕組みを整備し、取り
組んでいる。

保育の質の向上への取り
組み

福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
基
本
方
針
と
組
織
運
営

理念・基本方針の周知

職員の就業への配慮

管理者の責任
とリーダーシッ
プ4

管理者のリーダーシップ

1

2

小項目 項目

計

事故発生時及び事故防止対策は適切に行われて
いる。

地震・津波・火災等非常災害発生時の対策は適切
に行われている。

31

32

事故対策

Ⅰ

事業所の就業関係の改善課題について､職員（委
託業者を含む）などの現場の意見を幹部職員が把
握し改善している。また、福利厚生に積極的に取り
組んでいる。

地域
6

災害対策

理念・基本方針

1

5 安全管理

3

保育の質の確
保

2

3

子どもの発達支
援

人事管理体制の整備人材の確保・養
成

0

0

6

4

5

4

福祉サービス第三者評価項目（保育所）の評価結果

5 0

5
施設の事業計画等､重要な課題や方針を決定する
に当たっては､職員と幹部職員とが話し合う仕組み
がある。

0

理念の実現や質の向上、職員の働き甲斐等に取り
組みに取り組み指導力を発揮している。

4

大項目 中項目

地域子育て支援

3

15
保育内容について、自己評価を行い課題発見し改
善に努め、保育の質の向上に努めている。

10
職員の教育･研修に関する基本方針が明示され、研
修計画を立て人材育成に取り組んでいる。

8
人事方針を策定し、人事を計画的・組織的に行い、
職員評価が客観的な基準に基づいて行われている
ている。

保育所利用に関する問合せや見学に対応してい
る。

17

0

23

事業計画を作成し、計画達成のための重要課題が
明確化されている。

計画の策定 事業計画と重要課題の
明確化

計画の適正な策定

21

利用者尊重の明示

11

16

特別な配慮を必要とする子どもの保育が適切に行
われている。

24

地域ニーズを把握し、地域における子育て支援をし
ている。

9 0

5 033

1

4


